
 
 

本市では、今年度も有害鳥獣捕獲対策狩猟免許等取得補助を行います。また、今年度よりわな猟免許取得に対する

補助に加え、第一種銃猟免許及び銃砲所持許可（以下、「銃猟免許」という。）取得に対する補助も行います。補助

対象者の定員については、わな猟免許が２０名（新規のわな猟免許取得者が対象）、銃猟免許が５名（新規の銃猟免

許取得者が対象）です。それぞれ定員を超えた場合は、受付期間内に受付した方の中から抽選を行い決定します。

免許取得後は、速やかに申請してください。 

補助内容等につきましては、下記のとおりです。 

※ 免許取得後に申請を受付けます。 

※ 【申請締切】  

・わな猟免許取得補助金：令和６年（2024年）２月２９日（木）必着 

・銃猟免許取得補助金：令和６年（2024年）３月２９日（金）必着 

＜補助対象者について＞以下の項目をすべて満たしている者 

⑴ わな猟免許取得補助金 

ア 新規にわな猟免許を取得した者。（ただし、更新は除く。） 

イ 熊本市内に住所を有し、かつ市税を滞納していない者であって、次のいずれかに該当すること。 

（ア） 熊本市有害鳥獣駆除隊、熊本市有害鳥獣地域駆除隊又は鳥獣保護管理法第１８条の２により都道府 

県知事の認定を受けた鳥獣捕獲等事業者のいずれかの構成員であること。 

（イ） 熊本県猟友会の構成員であって、農林業被害の防止のため、農林業者又は農業を営む農業 

法人の従業員（非正規雇用は除く）が、自らの事業地内（借地を含む）において有害鳥獣捕 

獲を行うこと。 

（ウ） 熊本県猟友会の構成員であって、農林業被害の防止のため、農林業者又は農業を営む農業 

法人から委任を受けた者が、委任を受けた土地において有害鳥獣捕獲を行うこと。 

（エ） 熊本県猟友会の構成員であって、市民と協働して鳥獣被害対策事業に取り組む町内自治会 

等の構成員であること。ただし、市民と協働して鳥獣被害対策事業に取り組む町内自治会等 

の構成員は、自治会等の代表者から推薦を受けた者に限る。 

⑵ 銃猟免許取得補助金 

ア 新規に銃猟免許を取得した者。（ただし、更新は除く。） 

イ 熊本市内に住所を有し、かつ市税を滞納していない者であって、熊本市有害鳥獣駆除隊、熊本市 

有害鳥獣地域駆除隊のいずれかの構成員である者。 

 

 



＜補助金交付限度額及び補助対象経費について＞ 

・わな猟免許取得補助金 

交付限度額は、２７，０００円で、初心者狩猟講習会受講料、狩猟免許試験申請手数料、医師の診断書料、 

狩猟者登録手数料、わな損害賠償保険料にかかる経費が補助の対象になります。 

・銃猟免許取得補助金 

交付限度額は、８０，０００円で、初心者狩猟講習会受講料、狩猟免許試験申請手数料、医師の診断書料、 

初心者猟銃講習会受講料、射撃教習資格認定申請料、射撃教習受講料にかかる経費が補助の対象になります。 

＜提出書類について＞    

１． 熊本市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許等取得補助金交付申請書及び実績報告（様式第１号） 

２． 狩猟免状の写し（銃猟免許取得補助金の交付を受けようとする者については、狩猟免状と銃砲所持許可の写

し） 

３． 市税滞納有無調査承諾書（様式第４号） 

４． ＜補助金交付限度額及び補助対象経費について＞に定める経費に要した領収書の写し又は経費を支払った

ことを確認できる証明書等の原本の提示又は写しの提出（提出がない場合は、その分の補助を受けられませ

ん） 

５． 農地基本台帳記載事項証明書（熊本市農業委員会発行）その他申請者が熊本市で農業を営んでいることが分

かる書類又は申請者が農業法人の従業員の場合は雇用証明書（様式第５号） 

※＜補助対象者について＞の⑴イの（イ）又は（ウ）に該当する者のみ提出して下さい。ただし（ウ） 

に該当する場合は、委任を受けた土地の所有者が熊本市で農業を営んでいることが分かる書類を提 

出して下さい。 

＜提出方法について＞ 

 上記「提出書類」一式を、郵送または持参により提出してください。 

 【郵送の場合】次の宛先へ郵送して下さい。 

  〒860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 熊本市役所 農業支援課 鳥獣対策室 行 

 【持参の場合】 

  土曜・日曜・祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分の間に 

熊本市役所12階 農業支援課 鳥獣対策室 にご持参ください。 

＜試験日程について＞ 

狩猟免許試験の実施日程及び場所 

試験区分 実施日 実施場所 

第１回狩猟免許試験 令和５年（2023年）６月24日（土） 宇城総合庁舎大会議室 

第２回狩猟免許試験 令和５年（2023年）7月9日（日） 玉名市民会館会議棟 



第３回狩猟免許試験 令和５年（2023年）７月22日（土） 中小企業大学校人吉校大教室 

第４回狩猟免許試験 令和５年（2023年）８月19日（土） 阿蘇総合庁舎大会議室 

第５回狩猟免許試験 令和５年（2023年）9月16日（土） 天草総合庁舎大会議室 

第６回狩猟免許試験 
令和５年（2023年）9月30日（土） 芦北町地域資源活用総合交流

促進施設（交流センター） 

第７回狩猟免許試験 令和５年（2023年）11月18日（土） 桜十字ホールやつしろ 

第８回狩猟免許試験 令和６年（2023年）１月28日（日） 県庁本館地下大会議室 

 

【参考】熊本県猟友会主催の狩猟免許初心者講習会について 

 一般社団法人 熊本県猟友会では、狩猟試験前に初心者講習会を開催しています。 

 講習会の申し込みは予約制（電話受付のみ 平日10：00～16：00）で、人数制限があります。 

 受講料や講習会の日程については、熊本県猟友会（TEL：096-365-6661）までお問い合わせください。 

＜問い合わせ先＞ 

補助金に関する問合せ・・・熊本市農業支援課鳥獣対策室 TEL：096-328-2369 

試験に関する問合せ・・・・熊本県自然保護課      TEL：096-333-2275 

講習会に関する問合せ・・・熊本県猟友会        TEL：096-365-6661 


